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＊のついた用語については、資料編に解説を記載しています。 
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削減方針 施策の方向

削減方針1
家庭部門で取り組む脱炭素化

～地球にやさしい
生活を実践しよう～

削減方針2
産業部門と業務部門で取り組む
脱炭素化

～地球にやさしい
事業活動を実践しよう～

削減方針3
運輸部門で取り組む脱炭素化

～地球にやさしい
移動を実践しよう～

1-1 住宅や設備の省エネルギー化の促進

1-3 省エネルギー型ライフスタイルへの転換

4-1 廃棄物の削減（３R＊）の促進

2-3 省エネルギー型ビジネススタイルへの転換

2-2 再生可能エネルギー＊の導入促進

3-2 自動車の走行量の低減

2-4 区有施設における率先した取組の推進

1-2 再生可能エネルギーの導入促進

2-1 建物や設備の省エネルギー化の促進

5-1 家庭における代替フロン＊の漏えい防止策の促進

3-1 輸送機関の省エネルギー化の促進

削減方針4
廃棄物部門で取り組む脱炭素化

～地球にやさしい省資源・
循環型社会を実現しよう～

削減方針5
CO2以外の温室効果ガスの削減 5-2 事業所における代替フロンの漏えい防止策の促進

2-5 水素社会＊の実現に向けた取組の推進

分

野

横

断

的

な

取

組

6-2 環境意識の向上・環境学習の充実

6-1 地球温暖化対策協議会を主体とした協働による環
境活動の推進

協
働
に
よ
る
取
組

第６章 削減目標達成のための基本施策 
 

 

荒川区のエネルギー消費量＊、温室効果ガス＊排出量を削減する「削減方針」、「施策の

方向」、「基本施策」は、下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

緩和策 
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基本施策

・住宅の省エネルギー化の促進
・省エネルギー機器導入に対する支援
・集合住宅の共用部分に対する省エネルギー化の促進

・ごみの発生抑制を主眼とする３Rの促進
・プラスチックの分別回収の実施
・生ごみ減量の取組の推進

・事業所で取り組む省エネルギー行動の啓発の強化
・省エネ診断＊の周知と普及
・エコフォワード事業者＊の認定

・再生可能エネルギー機器導入に対する支援
・再生可能エネルギーを中心とした小売電気等への切り替えの促進

・ノンフロン製品の普及促進
・フロン使用製品使用時の漏えい防止のための機器管理の啓発

・水素社会の実現に向けた取組の推進

・公共交通機関の利用促進
・自転車の利用促進
・宅配事業における再配達の抑制

・区有施設や設備の省エネルギー化の推進
・区有施設への再生可能エネルギーの導入推進
・職員の省エネルギー行動の実践

・家庭で取り組む省エネルギー行動の啓発の強化
・エシカル消費の普及促進

・再生可能エネルギー機器導入に対する支援
・集合住宅への再生可能エネルギー機器の導入促進
・再生可能エネルギーを中心とした小売電気等への切り替えの促進

・建物の省エネルギー化の促進
・省エネルギー機器導入に対する支援
・国産木材の利用促進
・建物緑化の促進

・家電リサイクル法に基づく適正処分の普及啓発

・ゼロエミッションビークル（ZEV：ゼブ）＊の普及促進
・電気自動車（EV）用充電スポットの拡充
・カーシェアリング＊の利用促進

・環境学習の充実
・環境ボランティア・環境リーダーの育成
・学生向け学習の拡充
・消費者へのエシカル消費の普及促進・事業者へのESG経営の普及促進

・協働による環境活動・イベントの拡充
・区民・事業者・環境団体の自主的な活動の支援
・森林整備等吸収対策＊における交流自治体との協働の取組の推進

一世帯当たりの 
エネルギー消費量:14％削減 

エネルギー消費量:17％削減 

床面積 1m2 当たりの 
エネルギー消費量:18％削減 

温室効果ガス排出量:47％削減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荒川区全体 

令和 12（2030）年度までの削減目標（平成 25（2013）年度比） 

家庭部門 

業務部門 荒川区全体 
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荒川区から排出される CO2 の約 43％が、家庭での日常生活に伴うものです。 

2050 年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロとする必要があることから、住宅の新

築や建替え、改築等の機会を通じて、住宅の省エネルギー化と再生可能エネルギーの導

入を促進していきます。 

また、住宅の省エネルギー性能が向上したとしても、引き続き、電気やガス、水道の

消費量を削減する努力は必要です。さらに、日常生活において、食品や衣類、その他製

品などの原料調達や加工、運搬、廃棄等の過程で排出される CO2 を削減するという消費

者としての視点も必要です。これらの視点を踏まえ、アクションプラン等も活用し、省

エネルギー型ライフスタイルへの転換を促進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1－1 住宅や設備の省エネエネルギー化の促進  

2050 年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロとするためには、今後、新築する住宅

を可能な限り ZEH とすることで、今のうちから区内の住宅をエネルギー収支がゼロと

なる住宅に置き換え始める必要があります。また、既存の住宅に長く快適に住み続ける

ためには、壁面や屋根、床、窓などを断熱改修して省エネルギー性能を向上させること

が求められます。 

そのため、住宅の新築、建替え、改築時に、「エコ助成＊制度」等の補助又は融資・利

子補給制度等の紹介と斡旋を行うことにより、省エネルギー住宅や ZEH の普及を促進

していきます。また、区内の住宅の多くが集合住宅であることから、集合住宅において

も取組が可能な省エネルギー化の支援や促進を行います。加えて、様々な媒体を活用し

て省エネルギー機器に関する情報を発信していきます。 

  

【施策の方向】 
○ 住宅や設備の省エネルギー化の促進 
○ 再生可能エネルギーの導入促進 
○ 省エネルギー型ライフスタイルへの転換 

削減方針１ 家庭部門で取り組む脱炭素化 
～地球にやさしい生活を実践しよう～ 
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基本施策 施策の概要 

① 
住宅の省エネルギー化

の促進 

・住宅の新築・建替え時や建物断熱化などの改修時に、住宅

の省エネルギー化に対する補助又は融資・利子補給制度等

の紹介と斡旋を行います。 

・特に、省エネルギー化や再生可能エネルギーの利用により

脱炭素化を目指す ZEH の普及を促進します。 

・ZEH の普及促進に当たっては、室内の温度ムラが少なく

健康に過ごしやすいことや、停電時に自家給電可能である

ことなどのメリット、国や東京都の補助制度などの情報を

各媒体などで発信します。 

② 
省エネルギー機器導入

に対する支援 

・各媒体などを通じて、家庭用燃料電池＊（エネファーム）

をはじめとする省エネルギー機器の導入、省エネ家電への

買換えを促進するための情報を発信します。 

・エコ助成制度を活用し、省エネルギー機器の導入を促進し

ます。助成対象機器は、その時々の最新の知見を踏まえて

見直しを行います。 

・省エネ家電の買い換え支援事業により、省エネ家電への買

い換えを促進します。 

③ 

集合住宅の共用部分に

対する省エネルギー化

の促進 

・マンション省エネコンサルタントの派遣による集合住宅

の共用部分に対する省エネルギー化を促進します。 

 

1-1 基本施策①:住宅の省エネルギー化の促進 

住宅の省エネルギー化に向けて様々な補助又は融資・利子補給制度等の紹介と斡旋を

行います。 

例えば、東京都では、令和 4（2022）年度時点で「東京ゼロエミ住宅導入促進事業」、

「既存住宅における省エネ改修促進事業」を行っており、新築・建替え時、改修時のど

ちらでも補助を受け

ることができます。

また、国でも様々な

補助制度等を用意し

ています。 

このように、補助

制 度 等 は 種 類 も 多

く 、 使 え る 場 面 も

様々であり、年度に

よっても変わってい

きますので、区民に

とって分かりやすく

情報を整理し、各媒

体などで発信してい

きます。  出典：東京都環境局 HP 
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1－2 再生可能エネルギーの導入促進   

2050 年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロとするためには、住宅の省エネルギー

化等によりエネルギー消費量を削減し、さらに残りのエネルギー消費量をすべて再生可

能エネルギーで賄っていく必要があります。 

そのため、様々な媒体を活用して再生可能エネルギー機器に関する情報を発信すると

ともに、「エコ助成制度」などにより導入を支援していきます。また、再生可能エネルギ

ーを中心とした小売電気等への切り替えを促進していきます。 

 

基本施策 施策の概要 

① 
再生可能エネルギー機

器導入に対する支援 

・各媒体などを通じて、太陽光発電システムをはじめとする

再生可能エネルギー機器の導入を促進するための情報を

発信します。 

・エコ助成制度を活用し、再生可能エネルギー機器の導入を

促進します。助成対象機器は、その時々の最新の知見を踏

まえて見直しを行います。 

② 

集合住宅への再生可能

エネルギー機器の導入

促進 

・集合住宅において、太陽光発電や太陽熱＊による再生可能

エネルギー機器の導入を促進する方策について検討を行

います。 

③ 

再生可能エネルギーを

中心とした小売電気等

への切り替えの促進 

・家庭に供給される電力の電源構成比＊や CO2 排出係数＊の

情報を区ホームページなどで紹介し、再生可能エネルギー

の比率を高めることの意義などを発信します。 

・東京都の「みんなでいっしょに自然の電気」キャンペーン

との連携などにより、再生可能エネルギーを中心とした小

売電気等への切り替えを促進します。 

 

1-2 基本施策①:再生可能エネルギー機器導入に対する支援 

再生可能エネルギー機器のう

ち、太陽光発電システムに関して

は、リース方式など、初期費用が

掛からない設置方式も普及して

おり、クール・ネット東京＊ホー

ムページで様々な設置事業者と

事業プランが紹介されています。

荒川区では、このような有益な情

報を収集して随時発信します。 

また、再生可能エネルギー機器

の導入に関しては、国や東京都か

ら様々な補助制度等が用意され

ており、年度によっても変わって

いきますので、区民にとって分か

りやすく情報を整理し、各媒体な

どで発信していきます。 

  

●リース方式による太陽光発電 

システムの設置イメージ 

出典：クール・ネット東京 HP 



第６章 削減目標達成のための基本施策     

51 

●エシカル消費の例 

 

出典：みんなの未来にエシカル消費パンフレット（消費者庁） 

1－3 省エネルギー型ライフスタイルへの転換  

地球温暖化による気候危機を食い止めるためには、すべての区民が地球温暖化の現状

を正しく理解し、行動に移す必要があります。また、日常生活での少しの気づきと工夫

から、誰もが行動を始めることができます。このように、省エネルギー行動の大切さと

取組の効果を「知る」ことが、省エネルギー型ライフスタイルへと転換する第一歩であ

り、「環境区民」＊の責務です。 

そのため、様々な媒体を活用し、地球温暖化の現状やそれに伴う影響とともに、家庭

での生活の場面に応じた省エネルギー行動やエシカル消費についてわかりやすく解説し、

発信していきます。 

また、区民が具体的な行動を実行する際の指針となるアクションプランを活用し、省

エネルギー行動の啓発を強化します。 

 

基本施策 施策の概要 

① 

家庭で取り組む

省エネルギー行

動の啓発の強化 

・各媒体などを活用し、地球温暖化の現状やそれに伴う影響を伝

えるとともに、家庭における生活の場面に応じ、健康にも配慮

した省エネルギー行動をわかりやすく解説し、発信します。 

・アクションプラン等を活用し、省エネルギー行動の啓発を強化

します。 

② 
エシカル消費の

普及促進 

・各媒体などを活用し、消費と CO2 排出の関係などを分かりやす

く解説し、発信します。 

・食品や衣類、その他製品などの原料採集や加工、運搬、廃棄等の

過程で排出される CO2 を削減することにも繋がるエシカル消

費の普及を促進します。 

 

エシカル消費とは 

 

エシカル消費を直訳する

と「倫理的消費」となります。 

消費者それぞれが、人、社

会、地域、環境などに関する

様々な課題に配慮した商品

を購入したり、そうした課題

に取り組む事業者を応援し

ながら消費活動を行うこと

です。 

例えば、最小限のエネルギ

ー消費で製造されたものを

購入したり、再生可能エネル

ギーを積極的に活用する事

業者のサービスを利用する

ことは、「脱炭素社会」＊の実

現を後押しすることに繋が

ります。 
  

参考 
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荒川区エコ助成金交付制度 

 

荒川区では、エコ助成金交付制度を設けています。これらを活用することで、費用負

担を抑えながら、住宅に省エネルギー・再生可能エネルギー機器などを導入することが

できます。助成対象機器は、その時々の最新の知見を踏まえて見直しを行います。 

●荒川区エコ助成金交付制度のリーフレット 

 

 

 

 

  

参考 
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省エネ家電助成事業 

 

家電の消費電力の省エネ化は進化しており、冷蔵庫では 10 年前の製品と比べて約 5

割、エアコンは約 3 割省エネとなっています。このように、より省エネ性能の高い製品

に買い換えることで電気代の削減のほか、CO2 排出量の削減にもつながります。 

荒川区では、令和 2（2020）年度から、新型コロナウイルス感染症対策事業として

省エネ・エアコンへの買い換えを促す「あら！快適 ステイホーム・エアコン事業」、「あ

ら！冬も快適 省エネ・エアコン助成事業」を実施しています。令和 4（2022）年度か

らは、事業名を「省エネ家電助成事業」に変更し、対象機器に冷蔵庫を追加しています。 

●省エネ家電助成事業のリーフレット 

 

 

  

参考 
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荒川区から排出される CO2 の約 36％が、事業所での事業活動に伴うものです。 

2050 年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロとする必要があることから、事業所な

どの新築や建替え、改築等の機会を通じて、建物の省エネルギー化と再生可能エネルギ

ーの導入を促進していきます。 

また、引き続き「エコ助成制度」等による機器の導入支援と併せ、アクションプラン

等も活用し、日常的な省エネルギー行動のさらなる実践など、手軽に始められる取組も

紹介しながら、省エネルギー型ビジネススタイルへの転換を促進していきます。 

加えて、荒川区役所も一事業者として脱炭素化に向けた取組を推進していきます。 

また、中長期的な視点を持って、水素社会の実現に向けた取組を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2－1 建物や設備の省エネエネルギー化の促進  

2050 年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロとするためには、今後、新築する事業

所などを可能な限り ZEB とすることで、今のうちから区内の建物をエネルギー収支が

ゼロとなる建物に置き換え始める必要があります。また、既存の建物を長く使い続ける

ためには、壁面や屋根、床、窓などを断熱改修して省エネルギー性能を向上させること

が求められます。 

そのため、事業所などの新築、建替え、改築時に、補助又は融資・利子補給制度等の紹

介と斡旋を行うことにより、建物の省エネルギー化や ZEB の普及を促進していきます。

また、様々な媒体を活用して省エネルギー機器に関する情報を発信するとともに、「エコ

助成制度」などにより導入を支援していきます。 

さらに、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に 

関する法律（都市
ま ち

の木造化推進法）」＊に基づき、他の建材に比べて製造時に排出される

CO2 が少なく、炭素固定にも繋がる国産木材の利用を推進していきます。 

  

【施策の方向】 
○ 建物や設備の省エネルギー化の促進 
○ 再生可能エネルギーの導入促進 
○ 省エネルギー型ビジネススタイルへの転換 
○ 区有施設における率先した取組の推進 
○ 水素社会の実現に向けた取組の推進 
 

削減方針２ 産業部門と業務部門で取り組む脱炭素化 
～地球にやさしい事業活動を実践しよう～ 
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●国産木材の利用による効果 

出典：政府広報オンライン 

基本施策 施策の概要 

① 
建物の省エネルギー

化の促進 

・事業所などの新築・建替え時や建物断熱化などの改修時に、

建物の省エネルギー化に対する補助又は融資・利子補給制

度等の紹介と斡旋を行います。 

・特に、省エネルギー化や再生可能エネルギーの利用により

脱炭素化を目指す ZEB の普及を促進します。 

・ZEB の普及促進に当たっては、エネルギーコストの削減や、

停電時に自家給電可能であるなどのメリット、国や東京都

の補助制度などの情報を各媒体などで発信します。 

② 
省エネルギー機器導

入に対する支援 

・各媒体などを通じて、LED＊照明、空調機器、冷蔵設備をは

じめとする省エネルギー機器の導入を促進するための情報

を発信します。 

・エコ助成制度を活用し、省エネルギー機器の導入を促進し

ます。助成対象機器は、その時々の最新の知見を踏まえて

見直しを行います。 

③ 国産木材の利用促進 

・「都市
ま ち

の木造化推進法」に基づき、公共施設における国産木

材の利用に努めます。 

・各媒体などで国産木材を利用する意義などを発信し、民間

の建物における国産木材の利用を促進していきます。 

④ 建物緑化の促進 
・区有施設をはじめ、住宅、商店街などにおける緑のカーテン＊

の設置を促進します。 
 

 

国産木材を利用する意義 

 

国内林業は、外国産木材の輸入量の増加や後継者不足などにより、生産活動が停滞し

ており、放置される人工林が多く見られるようになっています。 

森林は、炭素の固定や水源の涵養
かんよう

をはじめとした多様な機能を持っているため、国産

木材を利用することは、このような森林の多面的機能を保持することにつながります。 

 

  

参考 
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2-1 基本施策①:建物の省エネルギー化の促進 

荒川区では、防災性の向上などを目的に密集市街地における不燃化等の市街地整備を

推進しています。建物の環境に配慮し、市街地整備の取組とも連携しながら、建物の新

築・建替え時や改修時に ZEB 又はそれらに準じた建物への移行などを促進します。 

●ZEB を実現するための技術 

 

出典：ZEB PORTAL〔ゼブ・ポータル〕（環境省） 

●ZEB のイメージ 

 
 

出典：ZEB PORTAL〔ゼブ・ポータル〕（環境省） 
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2－2 再生可能エネルギーの導入促進   

2050 年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロとするためには、事業所などの省エネ

ルギー化等によりエネルギー消費量を削減し、さらに残りのエネルギー消費量をすべて

再生可能エネルギーで賄っていく必要があります。 

そのため、様々な媒体を活用して再生可能エネルギー機器に関する情報を発信すると

ともに、「エコ助成制度」などにより導入を支援していきます。また、再生可能エネルギ

ーを中心とした小売電気等への切り替えを促進していきます。 

 

基本施策 施策の概要 

① 
再生可能エネルギー機

器導入に対する支援 

・各媒体などを通じて、太陽光発電システムをはじめとする

再生可能エネルギー機器の導入を促進するための情報を

発信します。 

・太陽光発電システムに関しては、リース方式など、初期費

用が掛からない設置方式も普及していることから、このよ

うな有益な情報を発信します。 

・エコ助成制度を活用し、再生可能エネルギー機器の導入を

促進します。助成対象機器は、その時々の最新の知見を踏

まえて見直しを行います。 

② 

再生可能エネルギーを

中心とした小売電気等

への切り替えの促進 

・事業所に供給される電力の電源構成比や CO2 排出係数の

情報を区ホームページなどで紹介し、再生可能エネルギー

の比率を高めることの意義などを発信します。 

・東京都の「みんなでいっしょに自然の電気」キャンペーン

との連携などにより、再生可能エネルギーを中心とした小

売電気等への切り替えを促進します。 

 

 

「みんなでいっしょに自然の電気」キャンペーン 

 

東京都では、令和元（2019）年から、太陽

光や風力などの再生可能エネルギー由来の電気

を購入する希望者を募り、一定量の需要をまと

めることで価格を低減しながら再生可能エネル

ギー由来の電気の購入を促すキャンペーンを行

っています。 

家庭・商店・小規模オフィスが対象となって

おり、多くの方が参加するほど電気代が安くな

る仕組みになっています。 

令和 2（2020）年冬に実施したキャンペー

ンでは、約 6,900 世帯が参加し、電気代が 9%

安くなったという実績があります。 

 

 

 
 

出典：「みんなでいっしょに自然の電気」 

キャンペーンリーフレット  

参考 



 

58 

2－3 省エネルギー型ビジネススタイルへの転換 

地球温暖化による気候危機を食い止めるためには、区民のみならず、すべての事業所

が地球温暖化の現状を正しく認識し、行動に移す必要があります。また、事業活動にお

ける省エネルギー化は、経費削減に直結します。このように、省エネルギー行動の大切

さと経費削減の効果を「知る」ことが、省エネルギー型ビジネススタイルへと転換する

第一歩です。 

そのため、様々な媒体を活用し、地球温暖化の現状やそれに伴う影響とともに、事業

所の省エネルギー行動や区の助成制度等をわかりやすく解説し、発信していきます。 

また、事業所が具体的な行動を実行する際の指針となるアクションプランを活用し、

省エネルギー行動の啓発を強化します。 

さらに、省エネ診断により既存設備の運用方法を見直すなど、設備投資による負担を

伴わない取組を促進していきます。 
 

基本施策 施策の概要 

① 

事業所で取り組む省エ

ネルギー行動の啓発の

強化 

・各媒体などを活用し、業務形態や業務活動の場面に応じた

省エネルギー行動をわかりやすく解説し、発信します。 

・アクションプラン等を活用し、省エネルギー行動の啓発を

強化します。 

② 
省エネ診断の周知と普

及 

・事業所におけるより一層の省エネルギー化を促進するた

め、クール・ネット東京等と連携し、省エネ診断の利用者

の拡大を図ります。 

③ 
エコフォワード事業者

の認定 

・エコフォワード宣言を行った事業者を区ホームページで

紹介し、ＣＳＲに活用していただきます。 

・エコフォワード宣言を行ったことにより、環境推進対策融

資の金利を優遇するなど、環境配慮行動を後押しします。 
 

 

エネルギー価格の高騰と省エネルギー化 

 

近年、化石燃料＊の需要の高まりにより、エネルギー価格が高騰しています。また、ロ

シアによるウクライナ侵略を筆頭に、様々な社会情勢がエネルギー価格を不安定にさせ

ています。そのため、事業活動における省エネルギー化は、地球温暖化対策に繋がるの

みではなく、様々な社会情勢に伴う経営リスクに対応するためにも重要な取組となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：東京都環境基本計画（東京都） 

参考 

●東京電力の電気料金の推移 
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2-3 基本施策②:省エネ診断の周知と普及 

クール・ネット東京と荒川区が連携して、省エネ診断士を各事業所に派遣し、エネル

ギーの使用状況の診断、光熱水費削減のための省エネルギー化の提案、技術的なアドバ

イスなどを実施します。 

●事業所への提案事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：省エネルギー診断のススメ（クール・ネット東京） 

●設備改善・運用改善を実施した事業所の実例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：省エネルギー診断のススメ（クール・ネット東京）及びクール・ネット東京 HP 

設備改善：照明設備、エネルギー計測・管理
設備の改善 

運用改善：エネルギー管理体制の構築、空調
設定温度の適正化など 

設備改善：照明設備の改善 
運用改善：エネルギー管理体制の構築、空調

設定温度の適正化、省エネ型自動販売機の
採用など 
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2－4 区有施設における率先した取組の推進  

荒川区役所も一事業者として、率先した取組を推進していきます。 

建物や設備に関しては、「荒川区公共施設環境配慮指針」＊を見直し、区有施設の ZEB

化を推進していきます。また、再生可能エネルギー機器を導入するとともに、使用する

電力を順次 CO2 排出係数の低い契約に切り替えていきます。 

職員の行動に関しては、「荒川区役所エコアクティブプラン」＊に基づき、すべての職

員が省エネルギー行動を実践します。 

 

基本施策 施策の概要 

① 

区有施設や設

備の省エネル

ギー化の推進 

・「荒川区公共施設環境配慮指針」を見直し、区が所有する施設等の

新築・建替え・改修時に、省エネルギー化を推進し、可能な限り建

築物の ZEB 化を図ります。 

・機器導入の際には複数のエネルギー源の組み合わせや IoT＊を活用

した制御・管理など、更なる省エネ化を検討します。 

・庁有車を、電気自動車（EV）をはじめとする ZEV に順次転換し

ます。 

・「都市
ま ち

の木造化推進法」に基づき、公共施設における国産木材の利

用に努めます。 

② 

区有施設への

再生可能エネ

ルギーの導入

推進 

・「荒川区公共施設環境配慮指針」を見直し、区が所有する施設等の

新築・建替え・改修時に、可能な限り太陽光発電システムをはじめ

とする再生可能エネルギーを導入します。 

・再生可能エネルギーの導入に当たっては、エネルギー需給バランス

の最適化や、自然災害の発生時の電力確保の観点も踏まえ、必要に

応じて蓄電池を併設します。 

・区有施設で使用する電力を順次 CO2 排出係数の低い契約に切り替

えます。 

③ 

職員の省エネ

ルギー行動の

実践 

・「荒川区役所エコアクティブプラン」の削減目標を達成するため、

すべての職員が地球温暖化の問題を自分ごととして捉え、省エネ

ルギー行動を実践します。 

 

 

2－5 水素社会の実現に向けた取組の推進 

水素の多くは化石燃料由来で、製造の際に CO2 を排出していますが、再生可能エネル

ギー由来の CO2 フリー水素の実用化にむけた技術開発が進んでいます。水素は、エネル

ギーを取り出す際には CO2 を排出しないため、CO2 フリー水素が実用化されれば、「脱

炭素社会」への転換に大きく貢献することになります。 

そのため、水素エネルギー＊を本格的に利活用する「水素社会」の実現に向けて、普及

啓発を推進していきます。 

 

基本施策 施策の概要 

① 
水素社会の実現に

向けた取組の推進 

・小型化が進んでいる家庭用燃料電池（エネファーム）の普及

啓発に加え、業務用燃料電池についても普及を促進します。 

・水素エネルギーに関する施設見学や、セミナーの開催等を通じ

て、その有用性や安全性について、周知・啓発を行います。 
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2-４ 基本施策①:区有施設や設備の省エネルギー化の促進 

基本施策②:区有施設への再生可能エネルギーの導入推進 

「荒川区公共施設環境配慮指針」を見直し、区が所有する施設等の新築・建替え・改

修時に、省エネルギー化と再生可能エネルギーの導入を推進し、可能な限り ZEB へと転

換します。 

また、災害時には蓄電池や電気自動車（EV）に蓄えられた電力を活用することで、外

部供給なしで一定期間の電力供給体制を確保することを検討します。 

これらの取組を PR しながら、区内事業者に対する ZEB への転換と防災対策の強化に

ついて啓発します。 

●取組のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荒川区役所エコアクティブプラン 

 

荒川区では、区役所において地球温暖化対策の推進や資源の有効活用など、環境負荷＊

の軽減に取り組むために、平成 30（2018）年に「荒川区役所エコアクティブプラン」

を策定しました。また、本計画と同時にエコアクティブプランを改定しました。 

改定後のエコアクティブプランに基づき「省エネルギーの推進」、「再生可能エネルギ

ー等の推進」、「省資源等の推進」、「法令の遵守及び職員の環境保全意識の向上の推進」

の観点から、率先して環境負荷の軽減に取り組んでいます。 

●荒川区役所エコアクティブプランの体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：荒川区役所エコアクティブプラン 

参考 

１) 省エネルギーの推進

２) 再生可能エネルギー等の推進

① 事務事業に関する取組

③ 設備の省エネルギー化に関する
取組

② 建築物に関する取組

② 電気のグリーン購入に関する
取組

① 再生可能エネルギーの導入に
関する取組

３) 省資源等の推進

４) 法令の遵守及び職員の環境保全
意識の向上の推進

② 物品購入に関する取組

① 用紙類に関する取組

③ 水使用に関する取組

④ 廃棄物・リサイクルに関する
取組

① 有害物質等の適正管理・処理に
関する取組

② 職員の環境保全意識の向上の
推進
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出典：太陽光発電設置 解体新書（東京都環境局） 

 

東京都の取組「HTT（減らす・創る・蓄める）」 

 

東京都は、気候変動への対策に加え、中長期的にエネルギーの安定確保につなげる観

点から、電力を減らす、創る、蓄めるという観点での取組を推奨し、様々な支援策を用

意しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

東京都の取組「太陽光発電システム設置義務化」 

 

東京都は、令和 4（2022）年 12 月に「都民の健康と安全を確保する環境に関する

条例（環境確保条例）」を改正しました。 

この条例改正により、建築物の断熱・省エネ性能、再生可能エネルギーの導入、面的

なエネルギーマネジメントなどに関わる制度が強化されました。また、年間着工棟数の

98％を占める中小規模を対象とした「建築物環境報告書制度」が新設され、一部のハウ

スメーカーなどの事業者を対象に、太陽光発電システムなどの設備の義務付け・誘導な

どが行われることになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

参考 

参考 
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新型コロナウイルス感染症の流行と地球温暖化対策について 

 

① 新型コロナウイルス感染症と啓発活動について 

令和元（2019）年 12 月以降、世界中で新型コロナウイルス感染症が流行していま

す。感染拡大防止のため、流行が一定程度収束するまでは、大勢が集まるような地球温

暖化対策やイベントの実施は困難な状況です。これからは、感染症の流行状況に注意を

払いながら実施可否を判断することとし、実施する場合でも感染拡大防止の徹底を図り

ます。 

また、様々な媒体による啓発活動として、オンラインを活用した啓発事業なども検討

していきます。 
 

② 新型コロナウイルス感染症とグリーンリカバリー＊について 

わが国では、この新しい感染症に対し、感染拡大を防ぎながら生活していくための「新

しい生活様式」が取り入れられるようになりました。このなかで、地球温暖化対策と両

立させるために注意が必要な場面や、逆に「新しい生活様式」のなかでこそ地球温暖化

対策の効果が高まる場面がでてきています。また、「新しい生活様式」には、テレワーク、

ローテーション勤務の増加など、「働き方改革」に繋がる取組もあります。 

さらに、コロナ禍からの復興を環境対策（特に温暖化対策）に繋げていく「グリーン

リカバリー」という考え方が世界中で注目されています。令和 3（2021）年 3 月には、

東京都が「ゼロエミッション東京戦略 2020 Update ＆ Report」において、デジタ

ルテクノロジーを駆使し、環境はもとより、持続可能な生活を実現する観点にまで広げ

た「サステナブル・リカバリー（持続可能な回復）」の考え方を示しました。 

このように、コロナ禍からの復興を契機と捉え、「働き方改革」や環境対策など、様々

な社会変革に繋げていくことが重要です。 

●新型コロナウイルス感染症の流行による影響と注意点など 

分野 地球温暖化対策への影響 注意点など 

家庭 

・休校、テレワーク、ローテーショ

ン勤務の増加により、家庭での温

室効果ガスの排出量が増加する

場合があります。 

・必要な場所だけ照明を点灯する、冷暖

房の温度設定に注意するなど、通常の

省エネルギー行動をこまめに実践し

ていくことが求められます。 

・通販などによる宅配便の利用や食

事のデリバリーが増加し、交通分

野での温室効果ガスの排出量が

増加する場合があります。 

・包装や持ち帰り用の容器による廃

棄物が増加する場合があります。 

・宅配便が再配達とならないように時間

指定するなどの配慮が求められます。 

・過剰な包装を断る、ごみを分別してリ

サイクルに回すなど、通常の環境配慮

行動をこまめに実践していくことが

求められます。 

事業所 

・「新しい生活様式」では、こまめな

換気が推奨されています。そのた

め、空調負荷が増加し、電力消費

量が増加する場合があります。 

・換気時間の管理や、冷暖房のこまめな

運転管理などが求められます。また、

熱交換機能付き吸排換気扇を導入す

ることも有効です。 

・テレワーク、ローテーション勤務

の増加により、事業所や交通分野

での温室効果ガスの排出量が減

少する場合があります。 

・オンライン会議やテレワークなどを

継続的に実施できる環境を整えるこ

とにより、エネルギー消費量の削減を

継続できるようになります。 

参考 
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2050 年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロとする必要があることから、家庭や事

業所での取組に加え、社会基盤（インフラ）や社会システムそのものを省エネルギー・

省資源型へと転換していきます。 

運輸部門では、電気自動車（EV）をはじめとする ZEV の普及を促進するなど輸送機

関の省エネルギー化を促進するとともに、公共交通機関や自転車の利用促進などを通じ

て自動車の走行量の低減を促進していきます。 

 

 

 

 

 

 

3－1 輸送機関の省エネルギー化の促進   

運輸部門で脱炭素化を進めるためには、人々や物の移動に使用する輸送機関を省エネ

ルギー化するとともに、動力源を再生可能エネルギー由来のものへ転換していく必要が

あります。 

そのため、電気自動車（EV）をはじめとする ZEV の普及を促進していきます。また、

電気自動車（EV）への転換を促進するため、充電スポットを拡充していきます。 

さらに、カーシェアリングの利用を促進して自家用車の保有台数を削減することによ

り、自動車の生産時や廃棄時に排出される CO2 の削減にも貢献していきます。 

 

基本施策 施策の概要 

① 

ゼロエミッショ

ン ビ ー ク ル

（ZEV：ゼブ）

の普及促進 

・電気自動車（EV）、プラグインハイブリッド自動車（PHV）、燃料

電池自動車（FCV）など、環境への負荷が低い ZEV について、補

助制度などの情報を各媒体などで発信し、普及促進を図ります。 

・電気自動車（EV）のバッテリーを家庭とつなぐビークルトゥホ

ーム（V2H）システムについて、停電時に自家給電可能であるな

どのメリットや、国や東京都の補助制度などの情報を各媒体など

で発信し、普及促進を図ります。 

② 

電 気 自 動 車

（EV）用充電

スポットの拡充 

・電気自動車（EV）の利便性を向上して普及を促進するため、充

電設備の導入に対する国や東京都の補助制度などの情報を各媒

体などで発信し、充電スポットの拡充を図ります。 

・新築建物については、今後予定されている「都民の健康と安全を

確保する環境に関する条例（環境確保条例）」の改正により、充

電スポットの設置が義務化される見込みです。 

・既設の集合住宅については、東京都の「充電設備導入に係るマン

ションアドバイザー派遣」等を活用して、充電設備の導入を支援

します。 

③ 
カーシェアリン

グの利用促進 

・カーシェアリングの利用による CO2 削減効果や、家計に対する

メリットなどについて、各媒体などで発信し、普及を促進します。 

【施策の方向】 
○ 輸送機関の省エネルギー化の促進 
○ 自動車の走行量の低減 

削減方針３ 運輸部門で取り組む脱炭素化 
～地球にやさしい移動を実践しよう～ 
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資料：自動車局発表資料「令和 3 年度 宅配便取扱実績について」をもとに作成 

3－2 自動車の走行量の低減   

運輸部門で脱炭素化を進めるためには、自家用車を利用した移動を、公共交通機関や

自転車を組み合わせた移動へ転換し、自動車の走行量を減らす必要があります。 

そのため、コミュニティバス＊「さくら」などの公共交通機関の利用促進に加え、シェ

アサイクル＊の周知と利便性向上などにより、自転車利用を促進していきます。 

また、コロナ禍における区民のライフスタイルの転換を踏まえ、宅配事業における再

配達の抑制を図っていきます。 
 

基本施策 施策の概要 

① 
公共交通機関

の利用促進 

・都電荒川線やコミュニティバス等に関するイベントや啓発を行い、

利用を促進します。 

② 
自転車の利用

促進 

・シェアサイクルのサイクルポートの拡充を図るとともに、区民や事

業者に向けて周知します。 

・区の平坦な地理を生かした自転車利用の拡大により、エコな移動方

法の普及を推進します。 

・「荒川区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条

例」＊に基づく集客施設や集合住宅等への自転車駐車場の整備促進や

道路の走行環境の改善など、自転車利用の利便性の向上を図ります。 

・自転車の安全利用に向けた講習会の実施など、自転車利用マナーの

向上に向けた啓発を推進します。 

③ 

宅配事業にお

ける再配達の

抑制 

・国のキャンペーン「COOL CHOICE 宅配便できるだけ 1 回で受

け取りませんかキャンペーン」等と連動しながら、各媒体などを活

用し、再配達を抑制するための方法などを発信します。 

・エコ助成制度を活用し、宅配ボックスの導入を促進します。 
 

 

COOL CHOICE 宅配便できるだけ 1 回で受け取りませんかキャンペーン 

 

近年、通信販売を利用する人が増えたことにより、宅配便の取り扱い個数が急増して

います。一方で、国土交通省の調査によると、令和 4（2022）年 4 月の時点で宅急便

の個数のうち約 12%が再配達となっており、環境負荷の増加が懸念されています。 

そのため環境省は、平成 29（2017）年に「COOL CHOICE できるだけ 1 回で受け

取りませんかキャンペーン」を立ち上げました。このキャンペーンでは、発送・到着時

の時間と場所を指定することや、宅配ボックスを活用することなどを推奨しています。 

●宅配便の取り扱い個数の推移 

 

  

参考 
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3-１ 基本施策②:電気自動車（EV）用充電スポットの拡充 

電気自動車（EV）の利便性を向上して普及を促進するため、充電設備の導入に対する

国や東京都の補助制度などの情報をあらかわ区報や区ホームページなどで発信し、充電

スポットを拡充します。 

特に、荒川区は約 7 割の世帯が集合住宅に住んでいることを踏まえ、東京都の「充電

設備導入に係るマンションアドバイザー派遣」等を活用して、集合住宅への充電設備の

導入を支援します。 

●集合住宅への導入事例（区外） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：マンションへの電気自動車の充電設備導入基礎ガイド（東京都） 

 

 

3-２ 基本施策②:自転車の利用促進 

シェアサイクルの周知とサイクルポートの拡充、集客施設や集合住宅等の自転車駐車

場の整備、道路の走行環境の改善などを推進し、自家用車から公共交通機関や自転車を

組み合わせた移動への転換を図ります。 

また、自転車の安全利用に向けた講習会の実施など、自転車利用マナーの向上に向け

た啓発を推進します。 

●サイクルポート 
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日常生活で消費する食品や衣類、その他製品などは、原料採集や加工、運搬、廃棄等

の過程で CO2 を排出するため、省資源化と資源の循環利用を推進することは、地球温暖

化による気候危機を食い止める観点からも重要です。 

そのため、ごみの発生抑制（リデュース）を中心に、再利用（リユース）＊、再資源化

（リサイクル）＊をさらに促進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

4－1 廃棄物の削減（３R）の促進   

ごみの発生を抑制するため、3R の啓発を強化するとともに、自主的な資源回収の取組

を支援していきます。また、資源回収品目の拡大等を推進していきます。これらを通じ

て、特に、近年注目されているプラスチックごみや食品ロス＊の削減を促進していきます。 

さらに、可燃ごみとして回収しているプラスチックを資源としてリサイクルできるよ

うに、分別回収を段階的に拡大し、区域全体での実施を推進していきます。 

 

基本施策 施策の概要 

① 
ごみの発生抑制を主眼

とする３R の促進 

・「荒川区一般廃棄物処理基本計画」＊に基づき、区民に対し、

ごみの減量に向けた啓発を強化するとともに、引き続き、

自主的な資源回収の取組を支援します。また、資源回収品

目の拡大等により、ごみの発生を抑制します。 

・各媒体などを活用し、ワンウェイプラスチックの利用や食

品ロスの削減について分かりやすく解説し、発信します。 

② 
プラスチックの分別回

収の実施 

・現在、可燃ごみとして回収しているプラスチックを資源と

してリサイクルできるように、一部地域で試験的に分別回

収を実施しています。この結果を踏まえながら、今後、段

階的に拡大し、区域全体での実施を推進します。 

③ 
生ごみ減量の取組の推

進 

・家庭における生ごみの減量の取組を推進するため、生ごみ

処理機等購入助成の支援や生ごみ堆肥化などの普及促進

を行うことにより、区民意識の向上を図ります。 

 

 

  

削減方針４ 廃棄物部門で取り組む脱炭素化 
～地球にやさしい省資源・循環型社会を実現しよう～ 

【施策の方向】 
○ 廃棄物の削減（３R）の促進 
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荒川区では、令和元（2019）年度の温室効果ガス排出量のうち、約 91%を CO2

が占めていますが、残りの約 9%は代替フロン等の 6 種類のガスが占めています。そ

のなかでも、近年、CO2 より地球温暖化係数（GWP）＊が高いハイドロフルオロカー

ボン類の排出量が増加しており、今後も排出量が増加し続けると考えられています。 

そのため、家庭、事業所のそれぞれに対し、「フロン類の使用の合理化及び管理の適

正化に関する法律」に則った代替フロンの漏えい防止策を促進していきます。 

 

 

 

 

 

 

5－1 家庭における代替フロンの漏えい防止策の促進  

近年、家庭用エアコンの増加などに伴い、代替フロンであるハイドロフルオロカーボ

ン類の排出量が増加しています。 

特に、エアコンや冷蔵庫の廃棄時に、必要な許可を持たない業者による不適正な処理

や不法投棄が行われることによる漏えいが目立っていることから、区民に対して家電リ

サイクル法の内容を分かりやすく解説し、法律に則った適正な処分を行うよう啓発して

いきます。 
 

基本施策 施策の概要 

① 

家電リサイクル法に基

づく適正処分の普及啓

発 

・各媒体などを活用し、家電リサイクル法に基づく適正処分

について啓発します。 

 

5－2 事業所における代替フロンの漏えい防止策の促進  

近年、業務用冷凍空調機器の増加などに伴い、代替フロンであるハイドロフルオロカ

ーボン類の排出量が増加しています。 

そのため、ノンフロン製品の情報を発信して普及を促進するとともに、フロン使用製

品使用時の漏えい防止策を促進していきます。 
 

基本施策 施策の概要 

① 
ノンフロン製品の普及

促進 

・各媒体などを活用し、ノンフロン製品の情報を発信し、普

及を促進します。 

② 

フロン使用製品使用時

の漏えい防止のための

機器管理の啓発 

・業務用冷凍空調機器を使用する事業者や建設・解体業者、

廃棄物・リサイクル業者などへ呼び掛けるとともに、フロ

ンアドバイザーを派遣するなど、業界団体と連携して代替

フロンの漏えい防止策を促進します。 

  

削減方針５ CO2 以外の温室効果ガスの削減 

【施策の方向】 
○ 家庭における代替フロンの漏えい防止策の促進 
○ 事業所における代替フロンの漏えい防止策の促進 
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「脱炭素社会」を実現するためには、区民・事業者・区（行政）が個々の取組を着実に

実践するとともに、「環境区民」として、協働による様々な領域・分野の取組を進めてい

く必要があります。また、環境を守る文化をつくり、意識を醸成しながら、将来を担う

子ども達への環境学習の更なる充実を図っていく必要があります。 

そのため、「荒川区地球温暖化対策協議会」＊を主体として、区民や事業者など、地域

の様々な担い手の参加を呼びかけ、環境活動を推進していきます。また、環境体験学習

機会の拡充、次世代を見据えた環境活動に係る人材育成などを推進するとともに、環境

に配慮した消費行動及び事業活動を普及促進していきます。 

 

 

 

 

 

 

6－1 地球温暖化対策協議会を主体とした協働による環境活動の推進   

温室効果ガス排出量の削減対策の多くは、区民や事業者などの協働による環境活動に

支えられています。 

そのため、「環境区民」とそのけん引役となる「荒川区地球温暖化対策協議会」の協働

体制をより強固なものとしながら、環境活動に参加したことがない区民や事業者の興味

を引く活動やイベントの拡充などを通じて、「環境区民」としての力の底上げを図ってい

きます。 

 

基本施策 施策の概要 

① 

協働による環境活動・

イベントの拡充 

 

・地域が実施するイベントに出展するなど、「荒川区地球温

暖化対策協議会」の活動を区民・事業者に広く PR します。 

・「荒川区地球温暖化対策協議会」の活動を支援し、創意工

夫による自主的な環境活動・イベントの拡充を図ります。 

・子どもから大人まで全ての世代の興味を引き付け、継続的

な環境活動のきっかけとなるような、環境活動・イベント

の充実を図ります。 

② 
区民・事業者・環境団体

の自主的な活動の支援 

・区民や事業者、環境団体が自主的に行う環境活動に対す

る支援を行います。 

③ 

森林整備等吸収対策に

おける交流自治体との

協働の取組の推進 

・CO２吸収量の増加を図る、カーボン・オフセットの取組と

して、交流都市等との協働による森林整備等の仕組を推進

します。 

・エコジュニアクラブ活動において、森林吸収対策の学習

を交流都市と協働して行います。また、森林整備につい

て若い世代を取り入れた取組を推進します。 
  

【施策の方向】 
○ 地球温暖化対策協議会を主体とした協働による環境活動の推進 
○ 環境意識の向上・環境学習の充実 

分野横断的な取組 協働による取組 
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6-1 基本施策①:協働による環境活動・イベントの拡充 
基本施策②:区民・事業者・環境団体の自主的な活動の支援 

「環境区民」による取組を推進するため、「荒川区地球温暖化対策協議会」の活動を支

援し、創意工夫による自主的な環境活動・イベントの拡充を図ります。子どもから大人

まで全ての世代の興味を引き付け、継続的な環境活動のきっかけとなるような、環境活

動・イベントとしていきます。 

また、区民や事業者、環境団体が自主的に行う環境活動に対する支援を行います。 

●「荒川区地球温暖化対策協議会」による自主的な環境活動・イベントの拡充 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-1 基本施策③:森林整備等吸収対策における交流自治体との協働の取組の推進 

CO２吸収量の増加を図る、カーボン・オフセットの取組として、交流都市等との協働

による森林整備等の仕組みを推進します。 

また、エコジュニアクラブ活動において、森林吸収対策の学習を交流都市と協働して

行います。 

さらに、森林整備について若い世代を取り入れた取組を推進します。 

●エコジュニアクラブの秩父市での活動の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・地域イベントへの出展 

・環境特別講演会 

・ごみ拾いイベント 

・会員交流会（勉強会） 

・新規事業提案 

・etc…. 

区 民 
（環境団体含む） 

実 行 

相互連携 

協議・提言 
連携 

荒川区地球温暖化
対策協議会 

事業者 

実 行 委 員 会 

連携 

連携 

区（行政） 
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6－2 環境意識の向上・環境学習の充実   

「脱炭素社会」を実現するためには、子どもから大人まで全ての世代の環境意識が向

上し、省エネルギー行動や環境に配慮した消費行動などが定着するとともに、事業者が

環境に配慮した事業活動を取り入れていく必要があります。 

そのため、小中学校における環境学習や体験学習の機会を拡充し、将来を担う子ども

達への環境学習の更なる充実を図っていきます。また、消費者へエシカル消費を普及促

進するとともに、事業者へも働きかけ、「Environment（環境）」、「Social（社会）」、

「Governance（企業統治）」を重視した ESG 経営を普及促進していきます。 

 

基本施策 施策の概要 

① 環境学習の充実 

・教育委員会と連携し、小・中学校における環境学習の充実

を図ります。 

・子どもから大人まで多くの世代の興味を引き付け、多くの

参加者が集う環境体験学習やワークショップ形式による

環境学習講座を展開し、参加機会の拡充を図ります。 

・あらかわリサイクルセンターを活用し、施設見学会の実施

や、小中学校の社会科見学の受け入れなどの普及啓発事業

を実施します。 

② 
環境ボランティア・環

境リーダーの育成 

・次世代の環境活動をけん引する環境ボランティアや環境

リーダーなどの新たな人材育成と確保を図ります。 

③ 学生向け学習の拡充 
・エコジュニアクラブや夏休みエコ教室といった学生向け

学習をより充実したものにします。 

④ 

消費者へのエシカル消

費の普及促進・事業者

への ESG 経営の普及

促進 

・様々な環境学習の機会を活用し、食品や衣類、その他製品

などの原料採集や加工、運搬、廃棄等の過程で排出される

CO2 を削減することにも繋がるエシカル消費について普

及促進します。 

・エコフォワード事業者の認定制度を告知する機会などを

活用し、ESG 経営について普及促進します。 

 

 

6-2 基本施策①:環境学習の充実 

教育委員会と連携し、小・中学校におけ

る環境学習の充実を図ります。 

また、「あらかわエコセンター」などで、

夏休み期間中の小・中学生を対象にした環

境学習講座「夏休みエコ教室」など、多彩

な体験学習を展開します。 

その他、「あらかわリサイクルセンター」

では、資源の中間処理の様子を見学する施

設見学会や、リサイクルの工房・教室など

を開催します。 

  

●夏休みエコ教室の様子 
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ESG 経営と地球温暖化対策 

 

近年、世界規模で地球温暖化や生物多様性の喪失などの環境問題、貧困や人権侵害な

どの社会問題が顕在化しています。このような時代には、企業が長期的な成長をしてい

くために、環境（E）と社会（S）に関する様々な課題に取り組むとともに、健全かつ効

率的な経営を推進するための企業統治（G）を強化することが重要とされています。 

この考え方は、中小企業においても例外では

ありません。近年のエシカル消費などの動向を

見ると、原料採集や加工、運搬、廃棄等の過程で

排出される CO2 の削減を実現する商品やサービ

スが消費者に選ばれるようになっています。そ

のため、加工や運搬などの一部の工程のみを担

う中小企業にも同様の取組が求められるように

なってきています。 

このように、事業活動に伴う CO2 排出量を削

減することは、単に地球温暖化の抑制に貢献す

るのみではなく、事業リスクを減らして長期的

な成長をしていくためにも欠かせなくなってき

ています。 

 

 

カーボンフットプリントと区民のアクションプラン 

 

「カーボンフットプリント」とは、商品やサービスの原料調達や加工、運搬、廃棄等

までのライフサイクル全体を通して排出される温室効果ガス排出量を CO２の量に換算

して分かりやすく表示したものです。直訳すると「炭素の足跡」となります。 

たとえば、缶飲料であれば、原材料となる砂糖キビの栽培過程や、アルミ缶の製造、

内容物の製造時の工場での電気の使用、商品輸送時の燃料の使用、廃棄・リサイクル時

の処理過程など、あらゆる工程で温室効果ガスが排出されています。「カーボンフットプ

リント」では、これらのライフサイクルで排出された温室効果ガスが CO２の量に換算さ

れて表示されます。 

都市に住む我々は、エシカル消費などを通じて区外の CO2 排出量についても削減する

責任を負っています。そのため、区民が具体的な取組を実行する際の指針となるように

「『2050 年ゼロカーボンシティ』実現に向けた 2030 年度までのアクションプラン」

を作成し、様々な取組のカーボンフットプリントの削減量を分かりやすく示しました。 

●カーボンフットプリントの算出方法（缶飲料の例） 

 

 

 

 

 
出典：      

環境省「カーボン 

フットプリント」 

参考 

参考 

●ESG の構成要素 


